
給食の賄材料費の高騰に伴い、公費による負担等を行い、
保護者等を支援します

① 小中学校

〇 対 象 者 小中学校に在籍する児童生徒の保護者 ※教職員等は、実費徴収のため対象外

〇 期 間 令和６年（２０２４年）１０月から令和７年（２０２５年）３月まで

〇 負担内容 給食用賄材料費について、１食当たり小学校４０円、中学校５０円を負担します。

〇 推 移

【事業内容等】

【予算措置】（補正額）
＜歳入＞ 給食用賄材料費保護者等負担金 ８７０千円
＜歳出＞ 学校給食調理事業 １１，３６０千円

給食費
令和５年１月～

（2023年）
令和５年５月～

（2023年）
令和６年１月～

（2024年）
令和６年１０月～
（2024年）

小学校 ２５０円
２６０円
（１０円）

２７５円
（２５円）

２８０円
（３０円）

２９０円
（４０円）

中学校 ２９０円
３００円
（１０円）

３１９円
（２９円）

３３０円
（４０円）

３４０円
（５０円）

小中学校・保育園等の給食で提供する材料費が高騰する中、令和５年（２０２３年）１月から緊急措置として、一部公
費負担を行っていますが、依然として仕入れ価格の高騰等が続いていることから、高騰分を公費で負担し、保護者等の負
担軽減を図ります。

令和６年（２０２４年）８月２７日

東 海 市 記 者 会 見 資 料

学 校 教 育 課 ・ 幼 児 保 育 課

※（ ）内の金額は、公費負担額



② 公立保育園

〇 対 象 者 公立保育園に在園する園児の保護者 ※保育園職員等は、実費徴収のため対象外

〇 期 間 令和６年（２０２４年）１０月から令和７年（２０２５年）３月まで

〇 負担内容 給食用賄材料費について、１食当たり３５円を負担します。

〇 推 移

③ 民間保育所等

〇 対 象 者 市内における民間保育所等（保育所３園、認定こども園２園、小規模保育事業１１園、

私学助成幼稚園３園及び認可外保育施設１７園）を運営する民間事業者

〇 期 間 令和６年（２０２４年）１０月から令和７年（２０２５年）３月まで

〇 補助内容 １食当たりの給食用賄材料費のうち、高騰分について、令和６年（２０２４年）１０月から

３５円を上限に補助します。

（令和６年（２０２４年）４月から９月までは２５円を上限）

※ 上半期の実績件数が想定より少なく、予算残額があることから、

補正対応は行わず、補助要綱の改正のみとします。

※（ ）内の金額は、公費負担額【予算措置】
＜歳入＞ 保育園職員等給食費負担金 ７３０千円
＜歳出＞ 保育園給食運営経費 ３，７６０千円

一時的保育事業 １０千円

給食費
令和５年１月～
（2023年）

令和５年５月～
（2023年）

令和６年１０月～
（2024年）

保育園
２６５円

２７５円
（１０円）

２９０円
（２５円）

３００円
（３５円）

問合せ ①小中学校に関すること
教育委員会 学校教育課（学校給食センター 明倫調理場） 担当：角田（かくた） 052-604-2575

②公立保育園に関すること
市民福祉部 幼児保育課 担当：竹谷（たけや） 052-603-2211,0562-33-1111（内線 643）

③民間保育所等に関すること
市民福祉部 幼児保育課 担当：宇賀神（うがじん） 052-603-2211,0562-33-1111（内線 643）


